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２
、
患
者
・
国
民
に
安
心

・
安
全
の
歯
科
医
療
を

提
供
す
る
た
め
に
歯
科

保
険
医
の
医
療
技
術
を

向
上
す
る

４
、
医
業
経
営
を
困
難
に

す
る
消
費
税
の
増
税
を

許
さ
ず
、
事
業
税
非
課

税・４
段
階
税
制
を
守
る

３
、
審
査
の
強
化
、
個
別

指
導
か
ら
保
険
医
の
人

権
を
守
る

《
14
面
に
つ
づ
く
》

　

歯
科
医
院
経
営
の
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。

こ
れ
を
打
開
す
る
の
が
協
会
の
重
要
な
役
目
だ
。
来

院
患
者
の
減
少
（
患
者
数
、実
日
数
の
減
少
、中
断
の

増
加
）、保
険
点
数
が
実
態
の
診
療
行
為
よ
り
低
く
、

し
か
も
金
パ
ラ
を
は
じ
め
と
す
る
材
料
費
の
高
騰
、

消
費
税
等
に
よ
り
経
営
基
盤
が
圧
迫
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
間
の
新
自
由
主
義
政
策
に
よ
り
、
国
・
自
治

体
の
社
会
保
障
費
、
医
療
分
野
で
も
厳
し
い
給
付
の

削
減
が
行
わ
れ
て
き
た
。
歯
科
来
院
患
者
数
の
減
少

の
２
つ
の
要
因
は
、
公
的
医
療
制
度
に
お
け
る
問
題

（
高
い
窓
口
負
担
や
高
い
国
保
料
）
と
社
会
的
な
問

題
（
労
働
者
の
賃
金
の
低
下
や
生
活
の
余
裕
）
だ
。

こ
れ
が
歯
科
界
に
多
く
の
矛
盾
を
排
出
さ
せ
て
い
る

源
だ
。
歯
科
医
療
を
改
善
す
る
た
め
に
は
、
新
自
由

主
義
・
構
造
改
革
か
ら
の
方
向
転
換
が
必
要
だ
。

　

非
正
規
雇
用
の
拡
大
や
賃
金
の
低
下
に
よ
り
、
Ｇ

Ｄ
Ｐ
の
６
割
を
占
め
る
国
内
需
要
が
低
迷
す
る
中
で

税
収
が
落
ち
込
ん
で
い
る
。
税
の
負
担
能
力
を
十
分

持
つ
大
企
業
や
富
裕
層
へ
の
大
減
税
も
、
税
収
の
さ

ら
な
る
減
少
を
招
き
、
社
会
保
障
財
源
を
逼
迫
さ
せ

て
き
た
。
社
会
保
障
の
安
定
維
持
の
た
め
に
、
所
得

再
配
分
機
能
を
高
め
る
運
動
と
共
に
所
得
格
差
の
是

正
に
向
け
て
の
運
動
を
展
開
し
て
い
く
。

に
は
、
国
民
へ
の
大
き
な
運
動
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
高
す
ぎ
る
国
保
料
の
滞
納
に
よ
る
資
格
書
や

短
期
証
の
発
行
を
な
く
す
こ
と
と
、
国
保
の
減
免

制
度
の
拡
充
を
府
下
全
域
に
普
及
さ
せ
る
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。

② 

大
阪
府
の
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
は
、
外
来
の

対
象
年
齢
が
３
歳
未
満
で
全
国
最
下
位
だ
。
乳
幼

児
医
療
費
助
成
制
度
を
少
な
く
と
も
就
学
時
ま
で

引
き
上
げ
、
市
町
村
の
補
助
を
得
て
中
学
校
卒
業

ま
で
に
拡
大
す
る
運
動
を
展
開
す
る
。
ま
た
学
校

医
療
券
に
つ
い
て
も
歯
周
病
が
学
校
病
に
指
定
さ

れ
て
い
な
い
な
ど
、
現
在
の
制
度
で
は
時
代
の
流

れ
に
そ
ぐ
わ
ず
、
拡
充
を
は
か
る
運
動
が
求
め
ら

れ
る
。

③ 

医
院
経
営
を
安
定
さ
せ
、
患
者
に
安
全
・
安
心
の

医
療
を
提
供
す
る
た
め
に
は
、
窓
口
負
担
の
引
き

下
げ
と
と
も
に
診
療
報
酬
の
引
き
上
げ
と
保
険
給

付
範
囲
の
拡
大
が
欠
か
せ
な
い
。
ま
た
低
賃
金
や

不
安
定
雇
用
に
苦
し
む
歯
科
技
工
士
・
歯
科
衛
生

士
の
地
位
・
待
遇
を
改
善
す
る
上
で
も
、
補
綴
や

歯
科
医
療
技
術
の
適
正
評
価
は
必
須
条
件
だ
。 

「
保
険
で
よ
い
歯
科
医
療
を
」
大
阪
連
絡
会
や
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
配
信
等
で
の
「
医
療
ど
ぉ
〜
ナ

ル
」
の
宣
伝
活
動
を
展
開
し
、
歯
科
医
療
の
重
要

性
と
と
も
に
進
歩
す
る
歯
科
医
療
の
内
容
や
社
会

保
障
拡
大
の
必
要
性
を
、
も
っ
と
多
く
の
府
民
の

中
に
理
解
を
広
げ
て
い
く
。
こ
う
し
た
活
動
を
通

じ
て
、
診
療
報
酬
の
引
き
上
げ
や
保
険
給
付
を
拡

大
し
、
医
療
費
の
総
枠
拡
大
を
目
指
す
。

返
戻
件
数
の
増
加
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。
レ
セ

プ
ト
に
算
定
日
を
記
載
す
る
こ
と
は
、
患
者
の
個

人
情
報
管
理
の
観
点
か
ら
重
大
な
問
題
を
は
ら
ん

で
い
る
。
ま
た
医
療
費
抑
制
の
手
段
と
し
て
レ
セ

電
請
求
を
利
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

　

 　

抑
制
あ
り
き
の
審
査
に
反
対
し
、
算
定
日
記
載

の
廃
止
、
突
合
・
縦
覧
点
検
の
改
善
を
求
め
て
い

く
。点
数
改
定
に
お
い
て
、歯
科
保
険
点
数
の
算
定

ル
ー
ル
の
矛
盾
・
非
合
理
等
の
改
善
に
取
り
組
む
。

② 

医
療
費
抑
制
を
目
的
に
、
指
導
・
監
査
を
一
層
強

化
す
る
動
き
が
今
後
予
想
さ
れ
る
。
従
来
か
ら
改

善
さ
れ
な
い
対
象
者
リ
ス
ト
の
前
日
通
知
や
持
参

物
の
増
加
に
つ
い
て
は
、
必
要
最
小
限
の
も
の
で

済
む
よ
う
改
善
を
求
め
て
い
く
。

　

 　

指
導
の
場
が
閉
鎖
的
で
、
高
圧
的
に
行
わ
れ
る

こ
と
も
問
題
だ
。
今
後
、
被
指
導
者
の
求
め
る
立

会
人
の
帯
同
や
指
導
・
監
査
の
可
視
化
、
録
画
な

ど
の
実
施
で
、
技
官
の
言
動
や
指
導
の
監
視
と
技

官
の
指
導
業
務
を
第
三
者
が
評
価
す
る
制
度
設
計

を
求
め
る
。
集
団
的
個
別
指
導
に
お
い
て
は
高
点

数
と
い
う
理
由
だ
け
で
指
導
を
行
う
、
高
点
数
が

す
な
わ
ち
不
正
請
求
と
い
う
理
不
尽
な
構
図
を
是

正
さ
せ
て
い
く
。

　

 　

協
会
は
会
員
の
人
権
を
守
り
不
安
を
解
消
す
る

た
め
、
近
畿
厚
生
局
と
の
懇
談
を
実
現
し
指
導
・

監
査
の
改
善
を
目
指
す
。

③ 

保
険
医
の
診
療
報
酬
請
求
の
知
識
を
十
分
に
習
得

す
る
た
め
の
保
険
請
求
講
習
会
な
ど
を
通
じ
た
会

員
へ
の
情
報
提
供
や
減
点
・
返
戻
等
の
相
談
に
こ

れ
ま
で
も
き
め
細
か
く
対
応
し
て
き
た
。
今
後
も

指
導
・
監
査
へ
の
対
応
支
援
の
充
実
に
取
り
組
む
。

材
料
等
の
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
負
担
の
持
ち
出

し
（
損
税
）
が
よ
り
増
加
す
る
と
い
う
悪
循
環
の

な
か
で
、
医
院
経
営
を
圧
迫
す
る
。
消
費
税
増
税

を
中
止
し
、
働
く
人
の
所
得
を
増
や
す
政
策
に
転

換
す
る
こ
と
こ
そ
、
歯
科
医
院
に
と
っ
て
焦
眉
の

課
題
で
あ
り
、
デ
フ
レ
不
況
か
ら
抜
け
出
し
歯
科

医
院
経
営
を
安
定
化
さ
せ
る
道
で
あ
る
。

　

 　

消
費
税
増
税
が
及
ぼ
す
影
響
を
広
く
宣
伝
す
る

と
と
も
に
、
友
誼
・
共
闘
団
体
と
の
連
携
を
強

め
、
増
税
反
対
と
保
険
医
療
を
は
じ
め
と
す
る
生

活
必
需
品
へ
の
「
ゼ
ロ
」
税
率
の
適
用
を
求
め
る

運
動
の
輪
を
大
き
く
広
げ
る
。

② 

措
置
法
26
条
（
４
段
階
税
制
）
の
概
算
経
費
率

は
、
診
療
報
酬
が
適
正
に
評
価
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
を
受
け
た
措
置
で
あ
り
、
事
業
税
の
非
課
税
措

置
は
健
診
事
業
な
ど
自
治
体
行
政
が
本
来
担
う
べ

き
地
域
医
療
の
役
割
を
代
替
し
て
い
る
こ
と
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
医
業
税
制
の
存
続
を
今

後
も
求
め
て
い
く
。

③ 

２
０
１
３
年
１
月
か
ら
税
務
調
査
に
か
か
わ
る
事

務
手
続
き
が
法
定
化
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
調
査

期
間
の
長
期
化
、
帳
簿
書
類
等
の
コ
ピ
ー
提
供
、

税
務
署
へ
の
持
ち
帰
り
・
留
め
置
き
の
強
要
が
予

想
さ
れ
る
。
税
務
調
査
手
法
の
変
化
を
逐
次
会
員

に
情
報
提
供
す
る
と
と
も
に
、
税
務
調
査
対
応
の

支
援
体
制
を
充
実
さ
せ
る
。

① 

「
レ
セ
プ
ト
電
子
請
求
」、「
レ
セ
電
移
行
医
療
機

関
」
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
算
定
日
記
載
の
義
務
が

① 

逆
進
的
な
消
費
税
の
増

税
は
、
格
差
を
広
げ
、

景
気
を
冷
や
し
、
税
収

も
下
げ
る
。
消
費
の
冷

え
込
み
は
国
民
を
歯
科

医
院
か
ら
遠
ざ
け
、
受

診
患
者
数
の
減
少
を
招

く
。
ま
た
、
保
険
診
療

① 

患
者
・
国
民
に
安
心
・
安
全
の
歯
科
医
療
を
提
供

す
る
た
め
に
は
、
歯
科
保
険
医
の
日
々
の
研
鑚
が

欠
か
せ
な
い
。
臨
床
生
涯
研
修
講
座
の
充
実
を
図

り
つ
つ
、
歯
科
医
学
、
保
険
、
税
務
、
ス
タ
ッ
フ

講
座
等
を
通
じ
て
医
療
技
術
等
の
向
上
に
役
立
つ

よ
う
、
幅
広
い
活
動
を
目
指
す
。

② 

歯
科
医
療
の
技
術
革
新
を
進
め
る
た
め
に
、
教
育

機
関
や
研
究
機
関
へ
の
国
・
自
治
体
の
援
助
を
増

や
す
よ
う
な
運
動
に
取
り
組
む
。

③ 

協
会
独
自
の
医
科
歯
科
連
携
と
し
て
取
り
組
ん
で

い
る
「
糖
尿
病
と
歯
周
病
」
の
医
科
歯
科
一
体
の

研
究
事
業
を
岡
山
大
学
の
協
力
の
も
と
に
進
捗
さ

せ
る
。

は
じ
め
に

１
、
医
療
費
総
枠
を
拡
大

し
、
患
者
の
窓
口
負
担

を
軽
減
、
診
療
報
酬
を

引
き
上
げ
、
保
険
で
よ

い
歯
科
医
療
の
運
動
を

す
す
め
る

① 

世
界
に
類
を
見
な
い
３
割
の
窓
口
負
担
の
た
め

に
、
歯
科
疾
患
の
治
療
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い

人
が
多
く
、
そ
の
結
果
、
口
腔
状
態
が
悪
化
し
全

身
の
状
態
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
窓
口

負
担
の
引
き
下
げ
の
運
動
を
展
開
し
て
い
く
た
め

２
０
１
３
・
２
０
１
４
年
度
方
針

２
０
１
３
・
２
０
１
４
年
度
方
針0
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子どもの医療費助成制度の対象年齢（通院）
2012年10月15日時点

全国保険医団体連合会調べ

福
島

就学前ライン

大阪府下の子ども医療費助成制度

市町村名
通院対象年齢

08年４月→ 13年４月
大 阪 市 就学前 →中学卒業
堺 市 就学前 →中学卒業
岸 和 田 市 ４歳未満→ 就学前
豊 中 市 就学前 ＝ 就学前
池 田 市 ３歳未満→ 就学前
吹 田 市 就学前 ＝ 就学前
泉 大 津 市 ４歳未満→小学１年
高 槻 市 就学前 →小学卒業
貝 塚 市 ４歳未満→ 就学前
守 口 市 ３歳未満→ 就学前
枚 方 市 就学前 ＝ 就学前
茨 木 市 小学１年→小学３年
八 尾 市 ５歳未満→ 就学前
泉 佐 野 市 ４歳未満→ 就学前
富 田 林 市 就学前 →小学卒業
寝 屋 川 市 就学前 →小学卒業
河内長野市 就学前 →小学３年
松 原 市 就学前 ＝ 就学前
大 東 市 就学前 →小学３年
和 泉 市 就学前 →小学１年
箕 面 市 ４歳未満→中学卒業
柏 原 市 就学前 ＝ 就学前
羽 曳 野 市 就学前 ＝ 就学前
門 真 市 ４歳未満→小学３年
摂 津 市 就学前 ＝ 就学前
高 石 市 ４歳未満→ 就学前
藤 井 寺 市 就学前 ＝ 就学前
東 大 阪 市 就学前 ＝ 就学前
泉 南 市 ４歳未満→ 就学前
四 條 畷 市 ３歳未満→ 就学前
交 野 市 ４歳未満→ 就学前
大阪狭山市 就学前 →小学３年
阪 南 市 ４歳未満→ 就学前
島 本 町 就学前 ＝ 就学前
豊 能 町 就学前 ＝ 就学前
能 勢 町 就学前 →中学卒業
忠 岡 町 ４歳未満→ 就学前
熊 取 町 ４歳未満→ 就学前
田 尻 町 就学前 →中学卒業
岬 町 ４歳未満→ 就学前
太 子 町 就学前 →中学卒業
河 南 町 就学前 →小学卒業
千早赤阪村 就学前 →中学卒業
※網掛けは引き上げていない自治体

５
、
大
阪
に
お
け
る
歯
科

保
健
医
療
計
画
の
確
立

を
府
に
要
請
し
、
府
民

の
健
康
を
守
る

① 

府
民
の
口
腔
の
健
康
を
守
る
た
め
に
は
、
歯
科
要

求
を
顕
在
化
さ
せ
て
生
涯
に
及
ぶ
歯
科
健
診
事
業

を
普
遍
化
し
、
歯
科
疾
患
の
罹
患
予
防
、
早
期
の

歯
科
治
療
、
再
発
の
予
防
体
制
を
保
険
診
療
で
完

結
で
き
る
体
制
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
乳
幼
児
健

診
、
成
人
の
事
業
所
健
診
、
老
人
の
健
診
事
業
の

充
実
と
拡
大
を
行
政
に
求
め
る
。

② 

大
阪
府
・
市
で
進
め
ら
れ
て
い
る
「
大
阪
都
構

想
」
な
ど
の
橋
下
「
改
革
」
は
、
府
民
の
命
を
守

る
と
い
う
視
点
に
欠
け
た
も
の
だ
。
医
療
分
野
で

は
、
各
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
へ
の
補
助
金
の
廃
止

や
運
営
形
態
の
見
直
し
、
住
吉
市
民
病
院
の
府
立


